
 
広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
着
陸
料
は
着
陸
直
後
に
、
同
項
に
規
定
す
る
停
留
料
は
停
留
終
了

時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
が
承
認
し
た
場
合
は
、
別
に
定
め
る
方

法
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
七
条
の
二 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
料
（
以
下
「
使
用
料
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の

全
額
を
使
用
を
開
始
す
る
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

使
用
期
間
の
中
途
に
お
い
て
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
が
同
条
の
規
定
に
よ
る

変
更
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
増
加
し
た
使
用
料
は
、
当
該
変
更
に
係
る
使
用
を
開
始
す
る
日
ま
で

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
料
を
分
納

又
は
後
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
着
陸
料
等
」
を
「
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
着
陸
料
又
は
停
留
料
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
着
陸
料
等
」
を
「
着
陸
料
、
停
留
料
又
は
使
用
料
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
五
号
中
「着

陸
料
等
」

を「
着
陸
料
又
は
停
留
料
」

に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


